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火災に関する照会等取扱要綱  

 

（目的） 

第１条  この要綱は、火災の原因及び損害の調査に関する規程（平成４

年消防長訓令第２号）第３２条の２に定める火災に関する照会等の取

扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（照会取扱の原則） 

第２条  消防長又は消防署長は、火災に関する調査結果について照会が

あったときは、豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号）

第７条及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第６９条第２項各号の規定に該当する情報であるか否かを、個々具体

的に検討し、回答する。  

（照会の回答） 

第３条  照会の回答については、消防局長の決裁を受けて、次に掲げる

とおり回答する。  

⑴  裁判所からの照会  

 民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第２２６条 の規定に

よる文書送付嘱託、同法第１８６条の規定による調査嘱託及び刑事

訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２７９条の規定による照会

については、次のことに留意し回答する。  

ア  訴訟の内容、照会に至った経緯、その他必要な事項を裁判所に

確認する。  

イ  訴訟当事者以外の個人情報については回答しない。  

ウ  捜査機関その他第三者から任意に得た情報は回答しない。  

エ  文書の送付を求められた場合は、写しを送付する。  

オ  送付できない文書若しくは回答できない情報があるとき又は回    

 答できないときは、その理由を付す。  

⑵  捜査機関からの照会  

刑事訴訟法第１９７条第２項の規定による照会については、捜査

の目的を達するために必要な最小限の範囲内で回答する。 

⑶  弁護士会からの照会  

弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第２３条の２の規定によ

る照会については、次のことに留意し回答する。  

ア  照会書に記載の照会事項について、個人情報の回答にあたって

は、回答の必要性と個人情報保護の必要性を比較衡量し、回答範

囲を判断する。  
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イ  一問一答形式で回答し、火災調査書の写しは送付しない。  

ウ  照会書に記載の訴訟当事者以外の個人情報については回答しな  

い。  

エ  放火又は放火の疑いで捜査中の場合は、出火原因は回答しない。 

⑷  官公署から照会  

官公署からの照会については、消防長が必要と認めた場合、前号

の規定を準用し回答する。  

（証人出頭）  

第４条  消防長は、裁判所又は捜査機関から職員の出頭を求められた場

合は、その求めに応じなければならない。  

附  則（令和５年４月１日豊消警第８５５号消防長通知）  

 この要綱は、通知の日から施行する。 

 


